
千葉県立松戸特別支援学校令和８年度修学旅行事業委託プロポーザル募集要領 

 

１ 事業概要 

(1) 業務名 

ア 令和８年度中学部修学旅行 

イ 令和８年度高等部修学旅行 

(2) 事業の詳細について 

別紙仕様書による。 

(3) 委託期間 

契約締結の日から２０２７年３月３１日まで 

 

２ 資格要件 

  次に掲げる条件をすべて満たすものであること。 

(1) 地方自治法令施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

(2) 会社更生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続き開始の申立

てがなされていない者（会社更生法の規定に基づく更生手続き開始の申立てがなられた者

であっても，更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を

除く。）であること。 

(3) 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく清算の

開始または破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破

産手続開始の申立てがなられていない者であること。 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第１項

第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行うものでないこと。 

(5) 千葉県の県税の納税義務を有する者にあっては，当該県税の未納がない者であること。 

(6) 同等同種の契約実績があること。 

(7) 千葉県内に事業所があること。 

 

 

 

 



３ 参加申込及について 

(1) 参加申込 

別紙様式１「修学旅行業務プロポーザル参加申込書」を提出すること 

  申込期限：令和７年１０月２４日（金） 

  申 込 先：「１０ 問合せ先」に同じ 

  方  法：持参，郵送，又は電子メール 

(2) 提案資格の確認結果の通知 

参加申込をした者全員に対し，１０月２８日（火）までに提案資格の確認結果の通知を書

面で行う。 

 

４ プレゼンテーションの実施 

(1) 開催日時及び場所 

日時：令和７年１１月１２日（水）午後３時３０分から 

会場：千葉県立松戸特別支援学校 会議室 

(2) プロポーザル参加について 

ア 「５ 提案書の作成要領」を参考に企画提案書を作成，提出すること。 

イ プレゼンテーションは事前に提出している提案書に基づき行うものとする。 

ウ プレゼンテーションは，１５分以内で実施する。その後５分程度質疑応答の時間を設け 

ることとする。 

 

５ 提案書の作成要領 

(1) 提出書類 

ア 企画提案書 １２部 

(ｱ) 「１ 事業概要 （１），（２）」を踏まえ，企画提案書を作成すること。 

(ｲ) 提案書の様式は問わないが，会社名を記載すること。 

(ｳ) 参加者は，一つの提案しか行うことができない。 

イ 別紙様式２「類似業務実績一覧表」 

ウ 見積書 ２部 

 

 

 



(2) 提出期限等 

提出期限：令和７年１１月７日（金）午後５時 

提 出 先：「１０ 問合せ先」に同じ 

方  法：持参又は郵送 

(3) その他 

書類の作成に用いる言語は日本語，通貨は日本円，単位は日本の標準時及び計量法に

よるものとする。 

 

６ 審査要領 

(1) 審査方法 

(2)に定める評価基準に基づき，審査委員会が，提出された提案及びプレゼンテーション

の結果に基づき審査し，最も優れた提案を行った者を決定する。 

(2) 評価基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 審査結果の通知 

審査結果については，令和７年１１月２１日（金）までに，提案者それぞれに文書で通知

する。 

 

８ 日程 

募集公示             令和７年１０月１７日（金） 

参加申込期限           令和７年１０月２４日（金） 

参加資格の審査・確認結果通知   令和７年１０月２８日（火） 

審査項目 審査の視点 配点 

交通機関 
旅程の利便性など 

１０ 
障害に対応した交通手段など 

安全性 
事故防止安全対策・連絡体制など 

２０ 
保険の対応状況など 

企画面 
生徒に応じた安全な行程となっているかなど 

１０ 
見学先で体験できるなど生徒に魅力的な内容かなど 

その他 

（障害への配慮など） 

障害の状態に応じた対応の柔軟性など 
１０ 



企画提案書の提出期限       令和７年１１月 ７日（金） 

プレゼンテーションの実施     令和７年１１月１２日（水） 

審査結果の通知          令和７年１１月２１日（金） 

 

９ 契約の締結 

 本校は，審査委員会が最も優れた提案を行った者であると決定したものと委託契約の締結交

渉を行い，別途定める予定価格の範囲内で契約を締結する。（契約書の作成等）ただし，その者

が，地方自治法施行令第 167条の４の規定のいずれかに該当することとなった場合，契約の締結

を行わないことがある。 

 

１０ 問合せ先 

   〒２７０－００２２ 

   千葉県松戸市栗ケ沢７８４－１７ 

   電話番号   ０４７－３８８－２１２８ 

   ＦＡＸ番号  ０４７－３８８－４７８１ 

   E-Mail    t.shmz43@pref.chiba.lg.jp         

 

１１ その他の留意事項 

(1) 企画提案書の作成に要する経費及び提出に関する費用は，提出者の負担とする。 

(2) 提出された企画提案については，提案を行った者に無断で使用しないものとする。 

(3) 提案書等の審査を行う際，必要な範囲において参加を表明したものに通知することなく

複製を作成することがある。 

(4) 提出された申込書，企画提案書等は返却しない。 

(5) 申込書の提出後に申込みを辞退する場合は，別紙様式４「参加申込辞退書」を提出するこ 

と。 

(6) 失格事項 

次のいずれかに該当する者が行った提案は，失格となることがある。 

ア 本募集要領に適合しない書類を作成し，提出した者。 

イ 記載すべき事項の全部または一部を記載せず，または書類に虚偽の記載をし，これを提 

出した者。 



中学部修学旅行に係る仕様書 

１ 旅行期日：令和８年１１月１０日（火）から１１月１１日（水） １泊２日 

 

２ 旅行先：東京方面 

 

３ 日程、経路、宿泊地 

【１日目】 

７:３０    ８:１０                  １０:００     １２：００    

学校集合 → 学校発（観光バス、福祉タクシーで移動）→ 体験（科学技術館）・昼食（館内）・体験 →  

１４：４５    １５：３０                 ２１:３０ 

科学技術館発 → 宿泊地着（戸山サンライズ）→夕食・入浴 → 就寝 

【２日目】 

９：００   １０:００  

宿泊地発 → マクセルアクアパーク品川着・見学開始 →  

１２：００                      １３:３０     １６：００ 

昼食（ナチュラルカフェ＆レストラン「たぶのき」） → 昼食場所発→ 学校着（解散） 

 

４ 交通機関 

  貸し切りバス大型１台（リフト付き）、福祉タクシー１台（コンセント利用可能な車） 

・大型バスでリフト乗車が必要な生徒 ４名   

・大型バスは、車いす４台と参加予定人数分（生徒９名、引率職員１３名，看護師３名、計２５名分）の荷物

を入れるスペースが必要。 

・福祉タクシーは、生徒２名（車いすで乗車１名、座席使用１名）、引率職員３名、看護師１名の計６名程度が

乗車予定。 

 

５ 参加予定人数 

 生徒  １１名（男子７名 女子４名） 

 教職員 １３名（校長１名、養護教諭１名、主事１名、担任７名、応援職員３名） 

 看護師  ３名 

 保護者  ６名（宿泊地にて集合・解散予定） 

 計   ３３名 

 

６ 参加生徒について 

（１）車いすを使用している生徒が９名、歩行して移動できる生徒が２名である。ベッドで横になって休憩をと

る必要のある生徒もいる。 

（２）人工呼吸器、酸素療法、痰の吸引、吸入、水分注入、経管栄養の注入、導尿などの医療的ケアが必要な生

徒は６名である。休憩場所や救護室、人工呼吸器や吸引器の電源の確保が必要である。 

（３）熱がこもりやすく体温調整が難しい生徒、発作のある生徒が数名おり、健康・安全面での配慮が必要な生

徒が多く、休憩場所の確保が必要である。 

（４）食物アレルギーをもっている生徒が１名（卵）いる。加えて、病院からの正式な診断はないが、卵を食べ

ると反応がある生徒が１名おり、摂食を控えている。 

 

７ 旅行費用について 

（１）見積書の金額は、生徒１人当たりの費用とし、５１，０００円以下とする。 

総合計の金額は、交通費・見学料・宿泊費・旅行取扱料金等一切の経費を含んだものとすること。そのう

ち宿泊費（１泊２食）は１３，１００円以下とする。 

（２）旅行費用は、一人当たりの費用を生徒、教職員、看護師、保護者別に算出し、総計も計上すること。保護

者の交通費については、宿泊地にて集合・解散となるため、算出に含まない。 

（３）旅行費用の支払いについては、一括及び分割の方法に応じること。 

（４）旅行費用には、保険料を含んだものとする。 

（５）見積書は、令和７年１０月１日現在の料金で作成すること。 



（６）キャンセル料については、プロポーザルの時点で詳細に明記し提案すること。 

 

８ 宿舎の条件（戸山サンライズ：予約済み） 

（１）東京観光の拠点となるような位置にあり、和室に宿泊できること。 

（２）部屋数は、生徒の他、引率責任者、養護教諭、看護師、保護者の部屋を確保すること。 

（３）障がいをもっている生徒が利用しやすいバリアフリーとなっているとともに、宿舎内の施設を優先的に使

用できるよう配慮できること。 

（４）浴室については、障がい者対応仕様となっているなど、安全が確保できること。 

（５）緊急時（夜間含む）の対応ができる医療機関が近くにあること。 

 

９ 食事の条件 

（１）宿舎の食事は全て、ミキサー食（ペースト食）に対応できること。 

（２）宿舎以外の食事についても、ミキサー食（ペースト食）に対応できること。 

（３）テーブル席で、車いすのまま食事ができる場所が確保できること。 

（４）経管栄養の生徒に対応するため１時間半程度の滞在時間の確保が可能なこと。 

（５）経管栄養の生徒（食事を注文しない）が、一緒に食事場所にいることができること。 

（６）会場がバリアフリーとなっていること。 

（７）宿舎以外の食事では、車いすからおりて休憩するスペース（休憩室、救護室、あるいはソファー等それに

同等のスペース）があること。 

（８）障がい者対応のトイレ（ベッド付き）があること。 

（９）コンセントが利用できる場所であること。 

 

１０ 活動場所の条件（雨天時を含む）（科学技術館、マクセルアクアパーク品川などを希望） 

（１）該当生徒の活動のねらいに応じた活動、体験ができる場所であること。（見る活動だけでなく、触れる、

感じるなど、より五感に訴えるような活動を希望） 

（２）車いすの生徒が十分に活動できるスペースがあること、及びバリアフリーであること。 

（３）車いすからおりて休憩するスペース（休憩室、救護室、あるいはソファー等それに同等のスペース）があ

ること。 

（４）障がい者対応のトイレ（ベッド付き）があること。 

（５）雨天時にも活動できること。 

（６）雨天時に駐車場から濡れずに移動できる場所であること。 

（７）コンセントが利用できる場所であること。 

 

１１ 安全・事故防止対策等について、次の事項を書面で提出すること。 

（１）事故防止及び安全対策 

（２）連絡体制 

（３）添乗員名簿（１人のみ「旅館管理業務を行う主任者証」・「資格取得者証」を提示すること。） 

（４）リフト付き貸切バス（営業登録をしているバスであること。） 

（５）食事内容・衛生 

（６）旅行傷害保険 

（７）物損保険 

 

１２ その他の遵守事項 

（１）身体障がいをもつ生徒の修学旅行のため、障がいをもっている生徒に対して十分な理解が有り、経験豊富

な添乗員が、１人以上同行すること。 

（２）貸切バスは、全行程同一会社とし、リフト付き大型バスで、バスガイドを添乗させること。 

（３）学校からの移動中、１時間に一回程度、休憩をとることができる場所（横になることができる場所）の確

保ができること。 

（４）見積書は宿泊施設名を記載し、２部提出すること 

（５）必要に応じて事前資料の提出、ヒアリング及び予察の手配に応じること。 

 

１３ その他  見積書提出までの問い合わせ等については担当者までご連絡ください。 



高等部修学旅行に係る仕様書 

 

１ 旅 行 期 日  令和８年１０月１９日（月）から１０月２０日（火） 

 

２ 旅 行 先  千葉 東京方面  

      ・１日目…イクスピアリ内レインフォレストカフェ（昼食場所）東京ディズニーランド 

      ・２日目…東京都現代美術館、１００本のスプーン（昼食場所） 

 

３ 日程、経路、宿泊地 

  【１日目】   １０月１９日（月） 

８：５０学校集合 ９：５０学校発 

１１：１５イクスピアリ着 １１：４５レインフォレストカフェで昼食  

１３：３０イクスピアリ発  

１３：４５東京ディズニーランド着 １７：００東京ディズニーランド発  

１７：３０東京ベイ舞浜ホテル着 １８：３０夕食  

１９：４５入浴 ２１：３０就寝 

 

【２日目】   １０月２０日（火） 

６：３０起床 ７：３０朝食 ８：３０荷物整理 

９：３０東京ベイ舞浜ホテル発  １０：１５東京都現代美術館着  

１０：２５東京都現代美術館見学 １１：５０「１００本のスプーン」着 

１２：００昼食 １４：３０東京都現代美術館発 １６：００学校着  

１６：３０解散 

 

４ 交 通 機 関  貸切りバス大型１台（リフト付き）福祉タクシー２台（コンセント利用可能な

車） 

 

５ 参加予定人数  生徒 高等部２年 男子６名 女子１０名 計１６人 

          教職員      男性６名 女性１０名 引率責任者 養護教諭 計１８人 

          看護師       ４名 

          医師        １名 

          保護者       ６名 

          計        ４５名 

 

６ 宿舎の条件（東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート予約済み）※要検討 

※希望する宿泊地の予約は学校の方で行ったが、値段や部屋の広さにおいて問題点がある。 

※部屋の種類や部屋数、宿泊料金については、今後確認していくことになる。 

※ホテルの変更を行う場合は、日程として９月２９日、３０日、もしくは１０月１９日、２０日 

（１）部屋は車いすが入り、４人以上宿泊できること。 



（２）部屋数は、生徒の他、養護教諭・引率責任者・看護師の部屋を確保すること。各部屋の位置は、

まとまった階にあること。 

  【宿泊部屋（希望）】 

・４人部屋７室 

・２人部屋８室 

・１人部屋２室 

（３）障がいを持っている生徒が利用しやすいバリアフリーとなっているとともに、宿舎内の施設を

優先的に使用できるよう配慮できること。 

（４）浴室については、バストイレが別であり安全が確保できること。障がい者対応仕様となってい

る。客室内風呂で横になり洗えるスペースがあること。大浴場のある宿舎が希望である。その

際、貸し切り時間が確保できるとよい。 

（５）緊急時（夜間含む）の対応ができる医療機関が近くにあること。 

 

７ 食事の条件 

（１）宿舎の食事は全て、ペースト食に対応できること。 

（２）宿舎以外の食事についても、ペースト食に対応できること。 

（３）テーブル席で、車いすのまま食事ができる場所が確保できること。 

（４）経管栄養の生徒に対応するため、１時間半程度の滞在時間の確保が可能なこと。 

（５）経管栄養の生徒（食事を注文しない）が、一緒に食事場所にいることができること。 

（６）会場がバリアフリーとなっていること。 

（７）宿舎以外の食事では、車いすから降りて休憩するスペース（休憩室、救護室、あるいはソファ

ー等それに同等のスペース）があること。 

（８）障がい者対応のトイレ（ベッド付き）があること。 

（９）コンセントが利用できる場所であること。 

 

８ 活動場所の条件（雨天時を含む） 

（１）学年相応であり、実態に応じた活動、体験ができる場所であること。 

（２）車いすの生徒が十分に活動できるスペースがあること、及びバリアフリーであること。 

（３）車いすからおりて休憩するスペース休憩室、救護室、あるいはソファー等それに同等のスペー

ス）があること、障がい者対応のトイレがあること。 

（４）障がい者対応のトイレ（ベッド付き）があること。 

（５）雨天時にも活動できること。 

（６）雨天時に駐車場から濡れずに移動できる場所であること。 

（７）コンセントが利用できる場所であること。 

 

9 安全・事故防止対策等について、次の事項を書面で提出すること。 

（１）事故防止及び安全対策 

（２）連絡体制 

（３）添乗員名簿（１人のみ「旅館管理業務を行う主任者証」・「資格取得者証」を提示すること。） 

（４）リフト付き貸切バス（営業登録をしているバスであること。） 



（５）食事内容・衛生 

（６）旅行傷害保険 

（７）物損保険 

 

10 その他の遵守事項 

（１）障がいがある生徒に対して十分理解があり、経験豊富な添乗員が同行できること。人数は、１

人以上とすること。 

（２）貸切バスは、全行程同一会社とし、リフト付き大型バスで、バスガイドを添乗させること。ま

た、トランクに車いすを多数入れることのできるものとすること。 

（３）見積書は、令和８年２月１日現在の料金で作成すること。 

（４）見積書の金額は、１人当たりの費用とし、７０，４００円以下とする。 

（５）見積における宿泊代（朝・夕食事含む）においては、１人当たりの費用として、１３,１００円

を上限とする。 

（６）見積書提出時に宿泊施設名を記載すること。 

（７）見積書は、２部提出すること。 

（８）必要に応じて事前資料の提出、ヒアリング及び予察の手配に応じること。 

（９）旅行費用の支払いについては、一括及び分割の方法に応じること。 

（10）見積もり金額は、一人当たりの費用（すべての交通費、見学料、施設利用料、旅行取り扱い料

等一切の経費）を生徒、職員、医師、看護師、保護者別に算出し、総計も計上すること。 

（11）キャンセル料についてはプロポーザルの時点で明記し提案すること。 

（12）旅行費用には保険料を含んだものとする。 

（13）担当者は旅行実施まで変わらないこと。 

 

11 添 付 書 類 

（１）旅行日程表 

 

12 対 象 生 徒 

(１）車いすを使用している生徒が１６名おり、常に見守りや姿勢変換が必要である。ベッドで横に  

なって休憩をとる必要のある生徒も多い。 

（２）痰の吸引、薬液吸入、脱気、経管栄養の注入、夜間バイパップなどの医療的ケアが必要な生徒

は９名である。休憩場所や吸引器の電源の確保が必要である。 

（３）熱がこもりやすく体温調整が難しい生徒やてんかん発作のある生徒がいる。健康面での配慮が

必要な生徒が多く、休憩場所の確保や安全面での配慮が必要である。 

（４）食物アレルギーをもっている生徒が１名（そば・えびアレルギー）いる。 

 

13 そ の 他   

・見積書提出までの問い合わせ等については担当者までご連絡ください。 


